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「広報 みなみあそ」では、団体加盟の作品の他、村
民の皆さんの作品をお待ちしています。俳句や短歌、
イラストなど、どしどしお寄せください！
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〈問い合わせ〉 高森警察署　℡0967（62）0110

防犯電話機　購入支
援キャンペーン

　「電話で『お金』詐欺」の犯人からの電話の多くは自宅の固定電話にかかってきており、犯人からの電話を受けな
いためには、防犯機能付き電話機・自動通話録音機を設置し、犯行を断念させて電話を切らせることが重要です。
　現在、補助要件を満たして防犯機能付き電話機・自動通話録音機を購入された人に最大5,000円をギフトカード
で補助するキャンペーンを実施しています。
　この機会に安全・安心な電話機などを購入しませんか？

■防犯機能とは
★呼び出し音が鳴る前に電話機が応答して、相手に
通話を録音する旨を通知する機能
★通話内容を自動で録音する機能

■補助要件
•県内にお住まいの個人
•暴力団員ではないこと
•自宅に対象製品を設置したこと
•令和6年7月16日以降に県内の家電販売店などで
対象製品を購入したこと
•同一の対象製品に対する他の自治体の補助を受け
ていないこと
•応募は1世帯1回限り

■応募締切
　令和7年3月10日（月）まで
　（補助金額上限に達し次第、終了となります。）

　詳しい応募方法などは、「防犯電話機購入支援キャン
ペーン」ホームページをご覧いただくか、問い合わせ
コールセンター℡096（288）4011または高森警察署
へお尋ねください。

南阿蘇消費者相談室　℡0967（67）2244
相談日　火曜・木曜日　午前10時～午後３時　南阿蘇村役場総務課

高森町消費者相談室　℡0967（62）1111
相談日　月曜・水曜・金曜日　午前９時～午後４時
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相談室から
　皆さん、BS放送をご覧になりますか？私は、ほとん
ど見ませんので、びっくりしました。それは番組中の
ＣＭにテレビショッピングの多いこと、多いこと！
　有名な○○グループの社長さんと、女性アシスタン
トのお約束やり取りや、セリフ棒読みの青汁や黒酢の
体験談、健康食品、化粧品、サプリメント、殺虫剤、
家電製品などなど、種類も豊富です。
　更に、購買意欲をかき立てる「今だけ、半額」「初回限
定価格」のお得感を強調した、あおり！
　CMですから、スピード感があります。ゆっくり考え
る時間はありません。
　「今から30分間、このCMを見たとお伝えいただい
た方限定」などと言われようものなら、電話をかけない
と損するような気持ちになってしまうのです。
　1日に何時間もテレビを見ている高齢者の皆さんが、

ついつい反応してしまうのも納得でした。
　村内でも高齢者がテレビショッピングを見て、次々
に購入してしまい、支払いが困難になってしまった相
談や、数が多すぎて購入した記憶を忘れてしまってい
る相談などがありました。
　このような場合、身近な人の声かけ、見守りが、一
番の解決の糸口となります。
　困っているようすが
見受けられたら、「南阿
蘇消費者相談室に相談
してみたら？」と気軽に
お声かけして、繋いで
くださいね。

何かお困りのことがありましたら、お気軽に南阿蘇消費者相談室にご相談ください。
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